
【中国におけるジェンダー統計】

中国におけるジエンダー統計の展開を，2007年４月の全国性別統計研究会議を中心に

紹介する。

１０中国におけるジェンダー統計の展開

1０．１ 中国の全国ジェンダー統計研究会議’

(中国、江西省南昌市、2007年４月27-28日）

秦小侯２

はじめに

2007年４月２７日から２８日にわたって、中国の江西省南昌市において、中国で初めての

全国規模のジェンダー統計3研究会議（中国語:全国性別統計検討会議､以下研究会と略称）

が開催された。この会議は、国務院（日本の内閣府に相当する）の婦女児童業務委員会、

国家統計局の社会科学技術司（以下国家統計局と略称）と全国婦女連合会婦女研究所（以

下婦女研究所と略称）が共同主催し、国連人口基金（UNFPA）と国連児童基令（UNICEF）の

援助のもとで行われた。参加者は、主催者関連部署の指導者、国家発展改革委員会、衛生

部、民政部、公安部（日本の警察庁に相当)、国家民族事務委員会、国家工商総局、新聞出

版署、中国科学技術協会などの統計部署の責任者と担当者、各省、自治区、直轄市の婦女

児童業務委員会事務所、統計局の担当者、国連人口基金と児童基金の関係者、中国社会科

学院の専門家などで、１２０人ほどであった。会場は南昌市の江西飯店で、２６日の夕食が顔

合わせであり、２８日の夕食はフエアウエル・パーティー的にアルコールも入って賑やかに

行われた。

伊藤陽一会員はUNFPAのアドバイザー、国際的および日本のジェンダー統計についての

講師、杉橋やよい会員はサポートと研究交流、筆者は通訳、という形で参加した。UNFPA

は中国でのジェンダー問題に関する国連諸機関の責任機関となっている。

以下では、第一に、研究会開催の背景と日本側の参加の経緯、第二に、研究会の構成と

内容を簡単に紹介し、最後にこの研究会についてのコメントを示す。

１経済統計学会ジェンダー統計研究部会ニュースレターNo.1１（2007年８月３１日発行）から

の転載

２経済統計学会会員、新光証券勤務

3中国では、「gender」の中国語訳として、「社会性別」と「性別」という二つの言い方がある。

それに沿って、「genderstatistics」も「社会性別統計」と「性別統計」という二つの訳があ

る。昨年中国に訪問した際にも議論になったが、大部分のジェンダー研究者は、「sex」に当た

る生物学的性別と区分するために、「gender」を「社会性別」と訳している。しかし、李小江を

はじめ､一部の研究者はセックスを｢性｣、ジェンダーを｢性別」に訳すべきだと主張している。

今回の研究会の中で、「社会性別」という表現も出てきたが、「性別統計」という表現は圧倒的

に多かった。後に紹介する諏の報告や婦女研究所が開発した総合指標に使われる詳細指標（ジ

ェンダー予算や衛生施設等の普及率なども含まれている）から見れば、この「性別統計」は男

女別の統計だけでなく、ジェンダー問題を彫りだし、その解決のための政策形成や政策評価に

使われるジェンダー統計を指しているように思われるため、ここでは、「ジェンダー統計」に訳

すことにした。
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奉繭藍麹！

1．研究会の開催の背景と日本側の参加経緯

（１）研究会の開催の背景

研究会の開催背景として主に３点がある。

第一に、中国において教育、妊産婦の健康等についてのジェンダー問題は改善されてき

たが、意思決定、出生性比などについての問題はむしろ悪化している。例えば、中国の出

生`性比は、１９８２年には女子１００に対して男子108.5であったが、２０００年には同116.9であ

り、不均衡化が進んでいる４．また、全国人民代表大会(国会に相当する)の代表に占める女

性の割合は、１９７５年に２２．６%でピークに達した後、２１%程度に止まっており、２００３年には

20.2%までに減少した5．

第二に、このような問題を受け止め、中国政府は、調和社会６（中国語では和譜社会）作

りという国の大方針の一部分に`性別格差の是正を織り込んだ。とりわけ、以下の二つの出

来事が今回の研究会のきっかけとなった。

①2005年８月１５日と１６日に開催された第四回全国婦女児童業務会議において、温家

42000年の人口センサスの集計結果を収録した国務院人口普査弁公室、国家統計局人口和社会

科技統計司編（2002）による。

５国家統計局人口和社会科技統計司編（2004）による。

6『中国共産党第十六回中央委員会第六回全体会議公報』によれば、調和社会の構築についての

2020年までの目標と主要任務は、次のとおりである。①社会主義民主法制が一層完全になり、

法律に基づいて国を治める方針を徹底し、人民の権益が着実に尊重され、補償されるようにな

る。②都市部と農村部、及び地域間の格差が順次なくなり、合理的な、秩序のある配分仕組み
が形成され、世帯の財産の全般的な増加がはかられ、人民がより豊かな生活ができるようにな

る。③十分な就業が確保され、都市部と農村部の社会保障体系が基本的に整備される。④基本

的な公共サービス体系が一層整備され、政府の管理、サービスレベルが大幅に高まる。⑤全民

族の思想と道徳のレベル、科学文化のレベル、及び健康レベルが明らかに高まり、良好な道徳

環境、調和的な人間関係がいっそう形成される。⑥全社会の創造的活力が強化され、創造力あ

る国が基本的に形成される。⑦社会管理体系が完全になり、社会秩序が良好になる。⑧資源の

利用効率が明らかに高まり、生態環境が明らかに改善される。⑨十数億の人口がさらに高いレ

ベルの小康社会(やや裕福な社会)を実現し、全国民が自分の能力を発揮し、適材適所がはから

れ、調和が取れた環境で生活できる｡
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宝首相は女性と児童の発展、及び性差別の消滅の重要性を強調し、女性と児童の発展状況

を国民経済と社会発展第十一回五カ年計画の中に組み入れ、婦女児童発展綱領の評価を真

剣に行わなければならないと要請した。

②２００６年１月に国務院が第１号文件７『国務院弁公庁による中国女性発展綱領と中国

児童発展綱領の性別重点指標目録の発布についての通知』を発布したことが挙げられる。

この文件の中で､ジエンダー統計の整備は､『中国女性発展綱領(2001--2010年)」の実施、

女性の発展にとって重要であると強調し、（ｉ）人口、（ii）婚姻と家庭、（iii）意思決定、

（iv）健康、（ｖ）教育、（vi）就業と社会保障、（vii）司法、（viii）その他という８項目、

６４の詳細統計指標を示し、各地域の関連政府部門にこれらの統計データの収集と報告、国

家統計局には関連統計の集計、分析、及び関連データベースの構築などを指示した。研究

会の目的の一つは、この文件の徹底を促進することとされている。

第三に、北京女性会議をはじめ、国際的影響などもある。

（２）日本側の参加の経緯

日本側が参加するきっかけは、2006年に今回の研究会に参加した日本側のメンバーが中

国へ訪問したことである。

伊藤会員が代表者である平成１７年度科学研究費・基盤研究（C）「ジエンダー統計研究の

一層の展開一①理論の深化、②地方自治体へ、③アジア・世界へ－」のプロジェクトの一

環として、2006年６月１５～２１ｐに、伊藤陽一会員、杉橋やよい会員と筆者からなるプロ

ジェクトの中国ジェンダー統計研究班は国家統計局、婦女研究所、北京大学ジェンダー研

究所、人民大学を訪問した。この訪問は、日本側のジェンダー統計についての研究を中国

に紹介するとともに、中国の女性の実情、ジェンダー統計についての考えなどを把握し、

情報や意見を交換することで、両国のジェンダー統計の前進を図ることを目的としていた

（訪問の経過や詳細はＧＳＳニュースレター8の第８号を参照)。

この訪問は、上記の目的を果たしただけでなく、婦女研究所をはじめ、訪問先から日本

のジェンダー統計の研究に対する関心を高めた。婦女研究所から独立行政法人国立女性教

育会館・伊藤陽一共編『男女共同参画統計データブック2006』（ぎようせい、2006）（以下

『データブック』と略す）を中国語に翻訳したいという要請までもらった【10-4参照】･

日本側は『データブック」の版権の取得、翻訳の支援などのサポートをしながら、中国

側は翻訳作業を進めたが、２００６年９月に、今回開催された研究会（当初は０７年１月予定

であったが、４月に延期された）で、日本や国際のジェンダー統計の現状や発展状況など

について伊藤会員に講義してほしいという依頼が来た。伊藤はこの依頼を承諾し、前回の

訪中メンバー全員が研究会に参加することになった。

2．研究会の構成と内容

（１）構成

７中国共産党中央委員会が通達する－番重要な政令にあたるものである。

８経済統計学会ジェンダー統計研究部会ニユースレターNo.８（2006年８月１１日発行）
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研究会の初日（４月２７日）には、９：００～10:00の開幕式で主催者とUNFPA、UNICEFの関

係者によるスピーチの後、１０:10～12:００に①婦女研究所の讃琳所長による「社会主義調和

社会の構築とジェンダー主流化とジェンダー統計｣、１４:00～１８:００には､②伊藤による「ジ

ェンダー統計の国際動向｣、③「日本における男女共同参画とジェンダー統計の発展｣、④

婦女研究所政策法規室の蒋永薄室長による「中国における男女平等と女性発展指標の研究

と応用｣、合計４つの報告がディスカッションと休憩を挟んで行われた。

二日目（４月２８日）には、８：３０～１２：００に、婦女研究所の姜、蒋、賀と楊がそれぞれ、

①「健康分野の性別指標の研究と応用｣、②「教育分野の`性別指標の研究と応用｣、③「経

済分野の性別指標の研究と応用｣、④「性別平等と女'性の発展環境の観測評価指標と統計」

を報告し、１４：００～１６：００に、⑤伊藤が「ジェンダー統計一日本の経験」（当初用意報告。

後述のように内容を変更)、⑥UNFPAの實国平が「国連のミレニアム開発目標の評価と社会

発展データベースの応用｣、⑦中国社会科学院の鄭が「ジェンダー統計を用いて分析し、男

女平等の進展と問題を示す」を報告し、１６：００～１７：１０に、⑧民政部の統計担当者はが、

民政に関するジェンダー統計の現状、改善された点と問題点を紹介し、⑨婦女達の「性別

平等と女`性発展指標の研究と応用」の映西省、江蘇省、安徽省と河北省の研究チーム代表

がそれぞれ地域の研究状況を紹介した。最後に、主催者とUNFPA、UNICEFの関係者がこれ

までの報告やディスカッションについてコメントを示し、二日間にわたる研究会が幕を閉

じた。

議

（２）内容

研究会での報告と論議は、主に①ジェンダー主流化とジェンダー統計、②ジェンダー・

センシティブ指標の開発と統計データの研究利用、③ジェンダー統計の国際的経験、④中

国の統計関係部門の経験、という４つのテーマを巡って行われたとみることができる。以

下ではテーマ毎に簡単に紹介する。

①ジェンダー主流化とジェンダー統計

研究会の議論の前提となるこのテーマについては、讃の報告一件のみである。讓は、北

京会議、ミレニアム開発目標や、『世界の女性2005」などの国際的到達水準を踏まえて、
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ジェンダー統計の定義、必要性、進めるべき主体について次のように述べた。

第一に、ジェンダー統計とは、社会経済発展の変化を研究する方法、性別の視角から見

た社会発展を反映する統計、性別された統計資料であり、男`性と女性が社会の各領域にお

ける状況､進歩､問題をセンシテイブに反映し､男性と女性が社会経済発展の中での地位、

権利、役割と発展状況を反映する尺度である。

第二に、ジェンダー統計は、（ｉ）ジェンダー主流化を進め、（ii）中国の男性と女,性が

社会と家庭における差異を認識し、（iii）各政策、計画やプロジェクトが男性と女性に与え

る異なる影響を分析、評価し、（iv）性別の需要を発展政策、計画の設計、実施と評価など

に織り込むために、必､要である。

第三に、ジェンダー統計は人に関する統計であり、多くの部門の統計にわたるため、各

方面が協力して進めなければならない。すなわち、統計制度によって保障されたうえで、

（ｉ）政府側はジェンダー統計の徹底を決心し､各部門にジェンダー統計の作成を要求し、

（ｈ）統計局、特に国家統計局が中心になって、会議を開いたり、関連書物を出版したり、

ジェンダー統計のプランを立て、（iii）企業はジェンダー統計の生産に協力し、（iv）婦女

達などＮＧＯはジェンダー統計指標の計測と開発を行うことが必要である。

②ジェンダー・センシティブ指標の開発と統計データの研究利用

このテーマについて、６つの報告があり、２部分の内容に分かれる。

一つの内容は、社会科学院の鄭によるジェンダー統計に基づくジェンダー問題分析の経

験の紹介であり、比較（同時期の男女の差、異なる時期の変化の差、及び地域間比較）の

重要`性、及びグループに分けることによって、異なるグループの差異を突出することの重

要`性が強調された。

もう一つの内容は婦女研究所が開発した「中国の性別平等と女性発展指標」の紹介であ

り、（ｉ）指標全般の構築背景と概要、（ii）健康、（iii）教育、（iv）経済、（ｖ）環境分野

の詳細指標と総合指標の紹介という５つの報告を含む。以下では、これについて、筆者な

りにまとめる。なお、この内容及び後に「④国内統計部門と地方の統計関係部門の経験」

で言及する各地方における性別平等と女性発展指標の内容について、諏他（2006）により

詳細に示されている。

指標構築の背景と原則蒋によれば、系統的な、実用的な指標体系がないことは中国ジ

ェンダー統計の発展の主な障害である。現時点では、中央政府は、経済発展、社会保障な

ど多くの問題を抱えており、多くの分野の状況を把握しなければならないため、ジェンダ

ー問題について、非常に限られている指標しか見られないのが実情である。そこで、婦女

研究所は、各分野における性別の状況を総括にまとめた総合指標が必要だと考え、（ｉ）性

別センシティブ性、（ii）問題の重要性と代表性、（iii）比較可能性、（iv）資料の取得可能

性､信頼度と安定』性、（ｖ）体系の完全性と系統性､を原則としてこの指標体系を考案した。

指標の種類この指標体系は５種類の指標から構成される。すなわち、（ｉ）性別の権

利と利益を享受する状況Ｔ及びそこでの性別差異を反映する指標（例えば、性別の乳児死

亡率と性比等)、（ii）男性と女性が資源へのアクセス状況を表す指標（例えば、各レベル

の意,恩決定者に占める女性の割合等)、（、）責任と待遇における性別平等の程度を示す指
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標（例えば女`性の収入が男`性の収入に占める割合等)、（iv）女性のニーズが満足されてい

る程度及び権益が保障されている程度を反映する指標（例えば妊産婦死亡率等)、（ｖ）男

女平等と女性発展を保障する環境の確保と促進を示す指標（例えば政府が男女平等と女性

発展に関する機関に投入した経費がＧＤＰの増加に占める割合等）である。

指標の概要この指標体系は図ｌに示されるように､総合指標の下に３層の指標がある。

図ｌ中国の性別平等と女性発展指標

総合指標

↑

第
一
層

女性発展環境

0.1

家庭と性別平等

0.1

政治と意思決定

０．２

｢教育0.2」を例に

第
二
層

｢教育成果０４」を例に

第
三
層

性別の教育を受けた平

均年数及びその性比
0．７５

１５歳以上の男性

と女性の織字率

０２５

※注：各項目の下に記入されている数字はその項目のウエートである。

まず、男女平等と女性の発展状況を総合に表す総合指数は、第一層の（ｉ）健康、（ii）

教育、（iii）経済、（iv）政治と意思決定、（ｖ）家庭と性別平等と（vi）女性発展環境とい

う６つの大分野の分野別総合指数を加重平均することで計算される。すなわち、総合指数

＝0.2×健康指数十0.2×教育指数十0.2×経済指数十0.2×政治と意思決定指数十0.1Ｘ家

庭と性別平等指数十0.1×女性発展環境指数、である。

次に、第一層の各分野別総合指数は第二層の小分野指数の加重平均である。例えば、教

育分野総合指数は、（ｉ）学齢前の教育、（ii）初等教育、（iii）高校教育、（iv）大学（院）

教育、（ｖ）職業訓練、（vi）教育成果という６つの小分野の総合指数によって計算される。

最後に、各小分野総合指数は第三層にある詳細指標の加重平均である。例えば、教育成

果指数は､１５歳以上の男性と女性の識字率×０．２５と性別の教育を受けた平均年数及びその

性比×０．７５の合計である。

第三層の詳細指標は、健康分野に６，教育分野に１１、経済分野に10、政治と意思決定分

野に12、家庭と性別平等分野に８，女性発展環境分野に６，合計53個である。これら主に

国家統計局や各関連政府部門の年度統計報告、人口センサス、人口標本調査、及びその他

の全国規模の大規模標本調査などの政府統計に基づいて計算されている。また、ウエート
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の大きさは婦女研究所が考える重要度によって決まる。

また、蒋によれば、この指標体系の構築において、関連ジェンダー問題を最も直接に反

映するジェンダー統計の不足は最も大きな障害であった。そして、ジェンダー統計の不足

の理由について、①未だ女性発展目標を本格的に国家発展の目標としていないこと、②既

存の報告様式の不足、③統計担当者のジェンダー意識が弱いこと、④各政府部門や非政府

部門の協力が不十分であることなどを挙げた。

③ジェンダー統計の国際的経験

このテーマは、伊藤の「ジェンダー統計の国際動向｣、「日本における男女共同参画とジ

エンダー統計の発展」と「ジェンダー統計一日本の経験」からなる。その内容の多くは、

日本において伊藤の書物などで紹介されているため、ここでは簡単な紹介に止める。

まず、「ジェンダー統計の国際動向」では、（ｉ）ジェンダー統計の国際的発展経過、（ii）

ジェンダー統計に関する重要問題の提起の経過と今後の課題、（iii）ジェンダー統計指標体

系と複合指数（ＵＮＤＰのジェンダー・エンパワーメン卜尺度（ＧＥＭ：Gender

EmpowermentMeasure）と世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数(GＧＩ：

GenderGaplndex)）が紹介され、複合指数の特徴と問題点が指摘された。

次に、「日本における男女共同参画とジェンダー統計の発展」では、（ｉ）日本の男女平

等の現状､背景、要因、及び日本資本主義のタイプと現在の諸問題、（ii）政府の政策、（iii）

ジェンダー統計の発展経過、現状と今後の課題などが紹介された。

最後に、二日目の午後行われた「ジェンダー統計一日本の経験」に関しては、伊藤は、

当初『データブック』の作成基礎、作業経過と方針、及びその成果と弱点などをノートと

して用意していたが、－日目と二日目午前中までの報告と討議に応じて、報告内容を変更

した。特に二日目の午前の討議で、（ｉ）統計の生産における統計局と婦女児童業務委員会

など部署の役割分担、（ii）統計生産の費用問題などについて、統計局、婦女児童業務委員

会及び婦女研究所の担当者は厳しい状況にあることを指摘し、重慶市統計局副局長は伊藤

にこれらの問題についての日本の現状と経験を紹介してほしいという要請も考慮してのこ

とであった。伊藤は杉橋と秦のサポートのもとに、昼の休憩時間に新たな報告資料を作成

し以下の５点について報告した。

（ｉ）日本の統計制度と最近の動向。日本が分散型の統計制度であること、最近60年ぶり

の大きな改革に着手しており、５年ごとに統計計画を制定することなどが論議されている。

『世界の女性-2005』では､統計法規の中にジエンダー統計の必要性をうたうことが提唱さ

れているが、今回の統計法の改革ではそこまでは行っていない。（ii）統計部門とジェンダ

ー統計との関係。予算を厳しく制限されている統計機関が、統計利用者の支持を受けて発

展するためには、統計利用者に統計の重要性を理解してもらうことが必要であり、このた

めには、統計機関がジェンダー統計の充実や活用について、女性団体などの広い統計利用

者と意見交換を深めることが大きな契機になる。（iii）ミクロデータの活用。ジェンダー統

計からの要求等に統計機関が効率化をはかりながら応える方策は幾つかあるが、そのひと

つがミクロ統計データの活用である。これは匿名化した調査個票（中国で例をあげれば、

報告様式）を、統計利用者に提供するもので、１９９０年前後から国際的に進められている。
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日本では2000年前後からわずかずつ進められている。統計機関に負担をかけることなく、

詳細な分析に道を開くものである。（iv）行政記録等からの統計の作成。日本を含め、先進

国では、調査が難しくなっている。人ロセンサスを停止した国もある。届出など行政記録

データから統計データを作ろう、という動きであり、これも国際的に注目されている新し

い動きである。（ｖ）「統計の品質」に関する国際的論議の広がり。報告者は、日本では、

このテーマに、早くから取り組んでいる者の１人である。これまで、誤差と標本誤差など

のみ論じられていた。現在の統計品質論は、多面的な論議になっており、統計の正確,性以

外に、入手可能性、分かりやすさなど、利用可能性を最大限に引き出そうとする論議と実

践である。この統計の品質論の動きには、国際的なジェンダー統計運動の影響があると報

告者は考えている。

④中国の統計関係部門の経験

このテーマは２部分に分かれ、５つの報告から構成される。一つの内容は、民政部9にお

けるジェンダー統計の生産に関する紹介であり、もう一つの内容は、「中国の`性別平等と女

`性発展指標」の陳西、江蘇、安徽、河北省研究チームの代表によるこの４つの地域の「』性

別平等と女性発展指標」の紹介であった。

まず、民政部のジェンダー統計の生産について、民政部の統計担当責任者何は、民政部

でのジェンダー統計の生産歴史、現状と問題点を紹介した。

何によれば､民政部の業務統計指標は､1998年に性区分をもつように設計され始め､1999

年に各レベルの民政部門に配布された。それによって、2000年から一部のジエンダー統計

が生産されるようになり、２００６年から人に関する統計はすべて性別されるようになった。

今後はさらに性別の集計表を増やしていく方向である。

しかし一方で、何は、ジェンダー統計生産には障害が多いことも主張した。その最大の

困難として、民政部の指導者と基層にある業務担当者ともジェンダー統計を重視していな

いことをあげた。この問題の解決方法について、何は、（ｉ）ジェンダー統計の重要性の宣

伝、特に婦女児童委員会と国家統計局による部の指導者層への影響、（ii）ジェンダー統計

の最大限の活用、が必要であることを強調した。

次に、各地域の「性別平等と女`性発展指標」に関して、地域によってジェンダー問題も

異なることから、各層の指標のウエートは異なるが、その構造は②で紹介した全国の「性

別平等と女性発展指標」と同じである。そのため、ここではその紹介を省略する。

終わりに

以上の紹介をふまえて、最後に幾つかの感想・コメントを記しておきたい。

第一に、今回の研究会の最大の特徴は、統計生産者、ジェンダー問題研究者、及び最高

意思決定層である国務院の婦女児童業務委員会の関連担当者と責任者が共に参加して、報

告、議論したことであり、そして、今回の研究会の開催は、中国政府、統計生産者と利用

，民政部は、国務院の下にあり、災害救助、救済、社会福祉(最低生活保障など)、婚姻登録・
管理、行政区分などの主管部門である。
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者が協力してジェンダー統計を進める体制を示しており、非常に重要な意義を持つと筆者

は考える。

2006年に国家統計局や婦女研究所などに訪問した際に、両者ともジエンダー統計を推進

しようとしているが、互いの理解が十分でないと感じた。例えば、国家統計局側はジェン

ダー問題研究者がより積極的に必要なジェンダー統計を要請すべきだと主張したが、一方

で、婦女研究所は、より多くのジェンダー統計を要請しているのに、統計関係者は十分に

応じていないと主張していた。そこで、ジェンダー統計を進めるには、統計生産者と利用

者の直接的な対話、特にその意思決定層を含めての対話が非常に重要だと感じたが、今回

の研究会はまさにこの問題を解決する方向に向けての歩みを示す大きな機会であり、手段

の一つであったといえる。

第二に、報告内容から見れば、以下の３つのことが心に強く残る。

（１）中国の性別データは日本よりも不足しているが、近年、女`性発展綱領に沿って、ジ

ェンダー統計を整備させる体制が整いつつあり、精力的な研究･作業が進められている。

（２）婦女研究所の３０代中心の研究員の報告が、中央の決議や指令を引用しつつ、北京

会議、ミレニアム開発目標や､『世界の女性2005｣などの国際的到達水準を明示しており、

中でも、諏所長の報告は国際動向を踏まえた内容となっていた。日本からの参加者は、日

本でのジェンダー統計論議の際に、国際水準としておさえるべき主要な論点が明確に含ま

れており、そういった認識を持つ婦女連研究の指導部のもとで多くの若い研究者が作業を

進めている点で、中国におけるジェンダー統計の今後の展開はかなりのものになるという

点で意見が一致した。

（３）婦女研究所の性別指標体系について、統計品質、特に統計比較可能`性、及び重要指

標の選出、総合指標の算出に使用されるウエート、などに関する検証は必要であろうが、

各分野の詳細指標を示すと同時に、総合指標を利用して総合評価するという試みは、ジェ

ンダー格差のレベル及びその変化などを分かりやすく示し、ジェンダー問題、ジェンダー

統計に対する政府や民衆の関心を引き寄せる可能`性がある。

総じて、中国において、基礎にある性Bljのデータの不足、ジェンダー統計に関する研究

の遅れなどの問題は存在するが、国務院、国家統計局と婦女連などの民間組織が協力して

ジェンダー統計を進める体制が強化されれば、中国のジェンダー統計が急速に発展する可

能性は高い。今後も中国のジェンダー統計の発展体制と進展を見守っていきたい。

参考文献
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・中国が締約した初めての国際人権条約。ｉｌｌ１『Hに■工二

’笠忍露騨…鰯

・国連は女性差別撤廃委員会を鰡立｡

勺
▲
ｄ
ｇ
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中国政府が｢女性差別撤廃条約｣に

真剣に取り組むことを約束
第四回世界女性大会

（1995年､北京）

・中国政府は｢条約｣に真剣に取り込むことを約束し､８２

年､89年､97年と０３年に｢執行状況報告｣を提出したこと
は､各組織'二評価されている。

●2006年に､女性差別撤廃委員会は中国の報告を審査、

評価した際に､下記の中国における主問題を指摘した。

１，法律には｢差別｣についての定義が不十分。

２，執行報告には性別の統計データが不十分。

３，参政､就業､農村女性の権利､及び出生性比につい

て､依然として大きな問題がある。

|鰯liiiiil1I
第四回世界女性大会が北京で開催され､男女平導を各発

田計画と政策の主流にすることが提示された。鴉

●●●
●●●令

●●さ●

●●≦.

③■二

色！

●●●

●●●●

●●毎ｓ

●⑰＝.「

庁⑱．｡‐２．

好・１４’90年代における開発問題

に関する国際会厳
北京宜首と行動綱領の徹底

曇第四回世界女性会鞭では北京宣

言と行動綱領を採択した。●1992年国連環境開発会雛

●1993年国運児童開発会繊

●1994年国連人ロ開発会識

・1995年国連社会開発会瓢

●・・・・．｡

上記の会議'二おいて､第四回女性会議と同じよ

うに男女平等､女性の発展及びジエンダー統計
の発展が強調された。

缶118ケ国は男女平等を実現するた

めに国家行動計画を策定し､また

は行政指導を行った。

。多くの国は､ジェンダー統計､ジェ

ンダー分析､ジエンダー予算､及

びジエンダー政策評価を強化し、

ジエンダー主流化を図っている。

繩窺
#f'藤，

４０，。
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●ｺﾞﾋ京宜甘と行動綱領の徹底

例えば女性の参政について、

・2005年に39ケ国の鰭会週挙が行われた｡その内､女
性膿且の比率が30%を超えた国は20ケ国であり、女性
蟻長が存在する国は27カ国であった。

・北欧の膿会における女性臓貝の比率が最も高く､平
均して40%である。そのうち、スウェーデン45.3%､ノル
ウェー379%､フィンランド375%。

・世界女性会膿後､アフリカにおける女性の参政の進
展が速かった｡女性離日比率を例にすると､ルワンダ
488%､モザンビーク348%､南アフリカ32.8%､タンザニ
ア304%､いずれも国運が要求している30%を上回って
いる。

１ヨ
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硬一 基本国髄実施し国際的条約を履行す摩
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瓠駕篭{l篭I1r書I1ii霧：'P’ 1990年

1992年

1995年

2001年

国務院女竹隠亡乗務委貝会を’

段立

全国人民代表大会常務委貝会が

｢女性権益保障法｣を発布_実施

中国女性発展折要

（2001-2010年）

第九回人民代表大会と比較して1.6ポイントも下がった。この指標につい
ての世界ランキングでは、1994年12位､2000年24位、2006年48位。
（第十一回人民代表大会では22%を要求している）

・女性の高校入学率(基準:95%以上）

2000年関連部署の行政記録データでは65.1%･

国連は､これらのデータに基づいて､中国が｢行動綱領｣で示された女
性の権利と男女平等に関する基本指標を達成するためには､まだ大き
な努力が必要であると考えている。

国務院が｢中国女性発展綱要1995-
2000｣を発布､実施

国務院が｢中国女性発展狽要2001-

2010｣を発布､実施

｢女性権益保障法｣の修正版が全国

人民代表大会常務委貝会で採決

2005年

2006年 ｢中国女性発展狽要と中園児亡努

瓜網要の性別亘点指楓目押につい

ての国務院事務庁の通知」

●●●

●●●令
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『国連ミレニアム開発目標』（2000年）
国連が2003年に発行

した『中国のミレニアム

目枳進展報告』に､中

国には3つの目標が難

航している､と指摘して

いる｡その1つは｢男女

格差が拡大しており、

女性の発展は男性より

遅れている｣である。

極度の貧困と飢餓の撲滅

小学校教育の普及

JJj三TJlll1lIiii
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ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

幼児死亡率の削減

妊産婦の健康の改善

HIV／エイズ､マラリアその他疾病の蔓延防止

環境の持続可能性の確保

開発のためのグローバル･パートナーシップの
推進

Ｚ７

'１１１１Mツミ施下仔没)腱１１艀

赴裏繊ﾉﾋﾞ

：1K聴 く蕊，

●●●

●●●寺

●●零＄

●偵崇－２

②筍：;：□li

S-L、鷺

ジェンダー銃IHを発展させることは､社

会主戟醐和社会の構築､男女の共存、
共同建設､共同享受のために必要であ

る。

社会主義調和社会とは､民主と法治、

公平､正義､信用、友愛を備え､活力

に満ち､安定して秩序があり、人間と自

然が協調して付き合う社会のことであ

る。

分〕
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女性発展胡要と児五発展網要は､中国で胴｜灘驚
和社会をWI集し､男女の共存､共同建股、９鱗＝

受一

共同享受を促進するための肘画である。

・共存(出生性比､妊産婦死亡率､性別の乳幼児死亡率児童死
亡率､５歳以下の低体重児の比率など）

・共同建設(性別の都市部就業者､産業別就業者､都市部失業
者､職務､分野､企業類型別の専門技術者､新規公務員､各意思
決定機関の職員、企業の首脳、自営業主､村委員会委員、党員、
人民代表大会代表､政治協商会議の委員､裁判官､検査官の
数…）

・共同享受(性別の各教育レベルの入学率､各種職業訓練への
参加率.産業別の都市部企業の平均賃金､基本養老保険(医療
保険､失業保険､労災保険､出産育児保険)への加入者数…）

社会全体において､栄辱を知り、正気を重んじ、

調和を促進する風潮を形成し､男女平等で､年
寄りを尊敬し､子供を愛護し､貧困な者や困難な状
況にある者を救助し礼儀を尽くして譲り合い､寛
容な人間関係を形成する。

●●●

●●●,if

●●竿,い

●祭証

戯吸：．‐

色,

●●●

●●●-場,

●●働・鱒

●群まｉ↓！温家宝総理は2005年の第四回婦女児

童業務会議で下記のことを強胴した。

L俄さんは｢事実に基づいて真実を求め､統計による
！定を強化､改善し､二つの綱要の実施唇進展状況を
り正確に反映しなければならない｣と要求している。

・各レベルの政府は､女性と児童の権益の保障を、
改革と法律に基づく行政運営のための重要任務
だと考えなければならない。

・既存業務をもとに､専門家を組織して､女性発展綱要と
児童発展綱要の目標と統計測定指標について研究､分
析し二つの綱要の統計測定指標体系を修正し､完全
にする。

‐低すぎるか､高すぎる目標を調整しなければならない。

壜騨繍鶴;|;韻標の進展状況を正確に反映で
〆通常の行政記録から得られない重要指標を追加する。

〃ジェンダー統計に関する重点指標を順次国家統計制度
に組み入れる。

〃各部署の統計の連結を強化する。

・女性と児童に関する事業を国民経済と社会発展
計画に織り込まなければならない。

・女性と児童の発展状況を経済と社会の発展､及
び政府業務の重要指標だと考えなければならな
い繩 ﾕ巳

Ｊ
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●雄がｼﾞｪﾝﾀﾞｰ統計を作成(利用)する｜謝

鈩ト
カ､？(who）

・ジェンダー統計を発展させるためには､制度による保障
だけでなく､公共部門､企業とNGOの共同の努力が必要
である。

ゾ各レベルの政府､とりわけ中央政府の決心と要求(｢中国女性
発展網要と中国児童発展綱要の性別重点指標目標についての国務院
事務庁の通知｣）

ザ各レペルの統計機関､とりわけ国家統計局の努力(ジェンダー
銃ﾛ+の枠組みとガイドラインを制定し､専門会議を開き､関連統計資料を
出版）

ザ各公共部門、とりわけ各政府部署が率先して実行(当該部署
の性別統計を作成し､性別のデータに基づいて関連政策とプロジェクトを
ジェンダー分析し､ジェンダー平等を公共管理の意思決定と公共サービ
スに織り込む）

・ジエンダー的観点を統計システムに主流化(データ収集のガイド
ライン､計画､方法の制定から統計の結果表示まで全てのプロセス）￣

雄がジェンダー統計を作成(利用)する
か？(who）

ソ企業は政府の要求と法律に基づいて､性別のデータを提供

しなければならない(性別のデータを利用して現代的人的資源管理
及び市場開発を行う）

ＹＮＧＯの多様な努力(ジェンダー統計指標の研究と開発､ジエンダー銃
：+の基づく研究､測定や評価など）

ゾ上記各関連部署と組織の交流と協力。

｡心
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竺鰄Ｉ論１１W鱸曝属｣より|議
蕊鷺j鱗徽欺蒸謎楽鍵蕊鍵

『各霞レベルゼジェンダー統計を鱒発し改善するために､懲頼でき篭時な基礎絞
瞬を作戒する能力が存在しなければならない.低開発蝋jURに嵐する多くの国では、
そうはなっていない｡霞家校箭漏から初めて鬮家統叶システムを強化することがI要
求される状況である扉』

鱗;ﾌﾞｲ1:L感鉛轟;と蟻る職ilI:,i:::!iﾊｴ(:，fバールダニオ趨溌ｒｉｍ工薯
「ジェンダー釣観点を国療較計システムに主流化することは組織的である必要が

ある.すなわち.データ取集のための概念および方法の開発から結果の表示まで、
銃lIf作成⑳あらゆる露で実施される必要がある.二の鱗みば､騒癒統計婦内だけで
なく他の省庁における銃離サービス､および行政鰯録データを提供するあらゆる機
関におけるあらゆるレペルで政治的意思を必要とする｡ｊ

鐵懲麹(X-jy議鉛灘'1:蜜軟欝
「鯛際恒堆域的な鶴織｡機盤､幽家統僻鰯､および学術`研究機幽の鶴の憾働を推

進する」
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ジェンダー統計業務の改善
一男女平等主流化を推進するための鍵

ここで男女平等の重要性を強調して
いるのは､私が女性だから､あるいは

フェミニストだからではなく､私が開発と

公共健康分野の専門家だからです。

－国連人ロ基金の全事務総長ナフィス･サディック
が2004年の国際人ロ開発会議での発言。

3Ｚ

竃一宇字～v～
￣－－－

＝宰掌二目凄窪＝日和

夢窒一戸ご静聴､ありがとうございました。
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一､指標の研究と応用の背景
１０．３

患房顯iBi鰯欝9！ ･中国共産党十六回全国代表夫妻濠､｢男女
平等と女性発展を国の社会経済発狂計画に
織り込み尋小康社会の全面的な構襲の基本
目標とする｣ということは次第に政慮の意思
決定者と社会の各分野の者に受lf荻れられ
るようになった。

蕊…､iIiiiii;１１１ 蟹 卍桾

■■■陵

温家宝総理は第四回婦女児童業務会議

で下記のことを明確に強調した

女性発展を社会発展の基本貝扱にする＝
腺田が実現された後、中国の国衝に適合
し､目標の実現状況を反映でき義基本指
標と指標体系の構築､及び国とj伽Ｉ別の
男女平等と女性発瓜の状況の点検と評価
は緊急な課田になる。～墓〒

女性と児宜の発展を国民鰯:鍵美孟の
計画に織り込まなければならない｡汝性と児
宜の発展状況の指楳を経済と社禽③発展、
及び政府業務の宜要指標だと考えなければ
ならない。

第十一回五年計画の網要の中に黛性発展

に鮒…雪==ｉＦ囚JTqﾛﾛﾙ〕 ■■■朕Ｉｊ－ｒ

系統的でかつ実用性の強い指根体系の
不足はジェンダー統計の発展にとって、
宜大な障害である

-,.－二一.÷５;二二蓉菱

・中国は1980年代後半からｼﾞｴﾝﾀ;要竃H2fﾃﾞｰﾀの了
生産と公表を開始した。Ｙ奈

・1995年から女性発瓜網要の目撫に対蛎統計モニ
タリングが展開された。蕊

・しかし､男女平等と女性発展に関する推算について

研究の意義

･誌懇第１I藷l職l職墨鶏鍵ｉｉｌ区
内容である。で二一ｉ了

する
の必

■

･麗搬鍔壁jfW謡jIi鰯噸博鶏
な手段である。九三
・男女平等と女性発展に田する指標は女継発展戦略
の制定と実施にとって必要である。ミツ

■■汀Ｊ１～

鰯耗舞王

■■ザ
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指標の研究と応用の目的 研究方法についての注意点
〆中国の国情に迫した指標体系､中核指標と総合秤

■指数を研究･開発し､男女平等と女性嚢墨の目標～
のモニタリング､ジェンダー主流化の推達さ及びジェ

ンダー統計の完全化を支援する。，ｆ
"系統的なモニタリング胖価と分野別のモニ懐リング評価

・社…の基本圓籾の'つとして岼価Ｐ５:ｉ
男女平等と女性発瓜指抑の応用と宜魔通じて、
社会､とりわけ各レペルの政府指導者飯中国の男

継織'糞iiihiII6Im･ﾂﾞ爆鬮i6iiil…

ロ国内外の男女平等指標についての研究の経
験と最新成果を吸収し､台考にした６

･中国の男女平等における重要問題と顕著な
問題を鹿繊､把握するように努めだ＆

・研究､応用と立伝の緊密な結合を宜視する。

■研究

用性

棟の実

■■■蟹襲’１１､■酉H胃８

=、男女平等と女性発展について

の指標の枠組み
男女平等と女性発展指標体系の構成

健康分野

教育分野

経済分野

政治と意思決定分野

家庭分野

男女平等と女性発展

の社会環境

男女平等と女性発展は､互いに実現される趨糠縄fuわ
り､互いに促進されるものでありﾐﾆ弁Ⅱ的に統苧されている。
｢男女平等｣は権利､機会､責任と評価におけ番男女平等を
強慨している｡｢女性発展｣は.女性が各分野膳おける状況

■
■
■
■
■

■

の改哲を
れた積極
しており、

騨溌烏繊些Ｉ麟袰灘蝿駿瞬ljL
女性発凪にとって正妄な恵茂を持つ社会生活識野をｶﾊﾞｰ
しなければならない。

石■IpH鶴。；ご坪 罰■ 紗霧 “

指標の3つの階府

指標体系一…口印二二
。､､鷹､教育､経済､政治と意思決定〈I家庭､社会
琿境という6つの分野から構成される111｛
〆中核指標弓

・健康､教育､経済-政治と意思決定とjj1う4つの
分野の5-8の丘点指標から構成され愚。

〆総合評価指数＝葱Ⅱ拳
・中核指標又は各分野の総合評価指diiから掛算
される。軍工
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重点指標の選択 国連CCAの指楳(40個）
・中学校(高校)入学率の男女比

･非…同有償灘…鳶lﾇ鰄轤……・麟会の女性俄席
蕊
灘

国連のミレニアム開発目標の評lii指標
(48個）ユ蕊

･蜂校､中学校と大学教育を受けている蕩性と女性の鑓蕊1露

口15-24歳の男性と女性の繊字率鳶

:欝蝋着':liiiiiiii篝(;!~■ⅡJITqmii'零J■■

､蝋臓鰡則蝋冊繍倉鰯鰯轤瀞…
･繍蕊F1農覆鯛ii濡鱗蕊鰐懲
離/鱗i麓;圓騰野各ﾚﾍﾞﾙの評の性比嫁
･夢蝋:j;鯛繍濫ｌｆ欝蝋'1鱸罵ビリ
繕鋳繕､u…G…うに成功に膜風習轍…で

ロ各分野の丘点指標研究報告の後ろにその他養涛指標リスト

……菫liii曇識.Mii1蝿鞠ilJJJ

指標の種類と構造

｡第一類､性別の権益を享受する状況とそれにおける性差を
反映する指標。

主に権益を享受する比率と性比雷轟示懲椛議議瀞i渡;li
lH1綱iiiＩ亀品盗jY:i:111鰯iiH1雛鑑斎
就業者に占める非農業部門就業者の比率遷牲比､性別の

乳児死亡率と性比等。鱒
このような指標は事実上複合指標である｡そ砿殺計は､男女

平等と女性発展についての指標体系理曲を踏まえており、
資源の享受における性差とともに女性が資源鋸(のアクセス
の実際水準をともに示すことを目的としている蕊屋のような考
え方は.社会経済発展状況の格差が大きい饗地域での男
女平等と女性発展状況を麗繊､評価するにば嚢大な意義を＿

るが持っており、
麹b《で議遥。

1５

指標構築の原則

ロジェンダーセンシティブ性._…:……鍔…；

。性別差具に注目し､資源表筋Ｊ１蒲蕊機会'二ｌ
おいて､男女がそれぞれ相対的にqE位である

か又は不利であるかを鰯擁し､反鷹する。

･反映する問題の重要性と代表性蕊（
ロ比較可能性。

；蕊蕊讓曰
口資料の取得可能性､信憲性と安驚姓・

Ｉ鍵：.；Ｌ

･体系の…電iiillliiliii鑿)|;Ｊ蝋｢霧
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三､指標の応用:中国全体及び各地の
男女平等と女性発展状況の評価 評価の方法(総合評価）

i蘂鱗iiii{13i､三ifiiiIfi}iiiRと■
人ロサンプル調査及び他の全国的鞍大規模
なｻﾝﾌﾟﾙ調査の結果に基づく。ハ
ロデータの取得可能性と信憲性への配慮から、
ほかの研究で使われているよりジェンダーセ

ンシティブな指標を今回の評価にば使用しな
かった。

■■炭lTNpU早毫

>且なる種類の指標を標準化した。二一一

>方向性が具なる指標を同一方向に処理した。

>単一の指標にｳｴｰﾄをかけて分離別の指数
と男女平等と女性発展総合指数をiii算した。

厩§ｆ

■

ｮ■■．＝：

評価基準 主な発見と基本的結曲

・中国の社会経済の速やかな発展ととも』三塁き＝
女平導と女性発展を促進する業務酌結果も
現れているため､男女平等と女性発展は比
較的速く進んでいる｡2004年､全国l縫合指数

は6823点､2000年と比較して212職i上昇した．
･2000年と比較して､2004年に､程度撤具なる
が､全ての分野の男女平等と女性発展指数
が上昇した｡そのうち､上昇幅力6股も大きい
分野は社会理境と教育であり､それぞれ5.45

点…上昇篭■■DJ￣

口評価する際に個別の指標を除き鍾瓦の99女一
平等と女性のニーズが十分に浅建されてい

ることを基準としている6すなわちJ男女が権
益と資源の享受において差がない泊合､100
点とする。

ﾛ総合指数ﾗﾝｷﾝｸﾞ上位を占めてぶても､理
想的な状態に連していなければ側女平等と
女性発瓜をさらに推進する必要がある。

,漣■■■
■■■覇テロ

6分野の発展水準の差が大きい分野の男女平と女性発展指数
■

－ｊ二．上

□教官と健康分野の指数はそれぞれ8&鍵癖き＝≦

８０，３点に達しており､ほか柵野電上回って
いる。

口経済､家庭と琿境分野の指数は60iii以上で
ある。ｔ刊

口しかし､政治と意思決定分野においては､男

女平等と女性発展状況を改善する余地がま

だ大きい。■■雫
迫■■ザＩ

■困府T昭■mＭｍｈ

Ｕｍ
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注意事項失業における性別差具の地域比較

旧
城
性
江
高
、

■
■

・男女平等と女性発展についての総合:腺HHI式蕊二三≧

鰯騨:許で塗ｿ葎樗藏溌伽
･評価の結果は､指標の選択方法鰯ｴｰﾄの
決定､叶算方法､データの取得可1UM性と侶懇
性などの要素に制約される。Ｔ１ｌｉｉｉ
･麗磁の深化と各条件の改善によっ軽易女

醗蝋攪ﾀﾞ棗僅『■蕊■

高い

2004

女性
占め
の当

。 る
こ
ト

と就案が比較的均衡であり､㈱以上であれば､女性の矢束厨■が男性

以上に厳しい､ということを蕊'｢鑿Ｉ調;蝿1－‘“

四､性別の統計データの取得可能性
と慣悪性についての研究

::襲藍1$i:Hi1謡麗iii鰯iii;ﾘBi;字
･乳児と5旗以下幼児の死亡率！〈１
口企業の首脳･自営業主に占める女性の創念、

・統計データの品質と佃愚性について検肘する。

口婦人病の検査率(分母は何にするか）ｴﾐｬ

・出産･育児保険の加入率

,ﾃﾞｰﾀの正確性は政策と官僚の業酌篭i=よって一
定程度影■される｡(訳者注:中■ては鮫叶は官僚｡､乗、P価の根拠愚。
になるため､集依を良く見せるためのデータ故■が恐れられる。）勢

・出生性比可■､､!‘

不足しているジェンダー統計指標
健康：（8つの指揮中4つの指押が不足している）

乳児死亡率

，１ＭIDsｎ審に……r皐偽劇)■訂糯￣ぞ５旗以下幼児の死亡率

性感染症■者に占める女性の割合
教育；性別の小学/中学校/高校/大学の入学率雪

経済‘（10つの指祝中5つの指標が不足している）二
登録失巣率 ＝＄
収入 可な
基本保険(養老保険､医療保険､失栗保険､労災保険､:出産育児保険）

企乗の首脳/自営乗主(年次）

貧困存
政治参加と亡団決定:(10つの指揮が全て存在する）
家庭：人ロセンサスの桔呆から大多数のデータを得る

年次別のデータが非常に少ない。
家庭内暴力、衣庭内役耐分担〈O～6旗兜を持つ

I,

欝濁ｉ鐸華増戸

薯夢

詫

｡４

改善方向の提起

麗威の深化－－…:…１－

繍鰯騨鱒騨塑瓢1J…■
･新たな指楓枠組みを構築し､既存の指椀鎖検肘､改昔
する。

■
■
■

えば､非正規職業､家庭内
ついて。if鐸１１１

ロ特定
暴力

･鶏懸i9鵜分状況…し､楢籾や紗の収集
蕊!:鯉E告､欝鱸の可能性を提供する。

■■■■鯵 魁;■￣
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■プロジェクトの研究成果：

・中国男女平等と女性発展指標のRf夷と応馬二諏素:薯

・ジェンダーセンシティブ指標§国際的な視角と

経験ｉｉｉ
域:1ｈ

.『男女共同参画106計データブツク曰謙の女性
と男性2006』の中国賠駅蔓(

上妃のものはこれから出版される請淀です。
ご指摘をお待ちしております。醤～;！

■■■■朕三、 ｡８

Ｃ
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10.4ＮＷＥＯ伊藤陽一編『男女共同参画統計デー

タブツク2006』の中国語訳出版’（2007年９月）

■日本的女性弓男'性

嚢

経済統計学会ジェンダー統計部会会員も編集・執筆した『男女共同参画統計データブック

２００６』の中国語訳が2007年９月に出版されました。

これは，2005-6年度の科学研究費プロジェクト「ジェンダー統計研究の一層の展開一地方

自治体へ，アジア･世界へ－」（代表：伊藤陽一）が目的の1つとして狙った日中間のジェ

ンダー統計の研究交流の過程で，中国側から打診があり，プロジェクトの日本側チームの

秦小リツ会員が自ら翻訳者の1人となって進められた作業の成果です□

伊藤陽一，杉橋やよい，秦小リツの3人が2006年６月に訪中し，国家統計局，北京大学，人

民大学，中国全国婦女達研究所などで情報・意見交換と研究会を行ったときに，婦女連研

究所において翻訳の話が持ち上がりました。その後，０７年４月下旬に中国で政府の関連諸機

関が参加した全国`性別統計研修会が南昌で行われた際に，上記3人が再度訪中し，伊藤会員

がUNFPAのアドバイザーという資格で講師を勤めましたが，このときに簡易製本の見本刷

りが参加者に配布されました（上記2回にわたる日中交流，研究会の詳細は，GSSニュース

レターNo.8と１１を参照）。その後，内容の検討が更に進められて，今回の完成となったもの

です．

経済統計学会ジェンダー統計研究部会ニュースレターNo.12(2007年１２月２０日)から転載

1４４




